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解説 

 徴兵令は国民に兵役の義務を定めた法令として 1873 年（明治 6）1 月に制定されました。

前年の徴兵告諭
こ く ゆ

に基づき、近代的な軍隊の整備を目指して出されたものですが、そこで用

いられた「血税」という言葉が民衆の間に本当に生血を取るものだという誤解を呼び、徴

兵令反対一揆（血税一揆）を招いています。 

実際の徴兵のあり方は、満 17 歳から満 40 歳までの男子（沖縄・北海道を除く）を国民

軍の兵籍に登録し、満 20 歳で徴兵検査を実施し、合格者の中から抽選で常備兵役に服さ

せるものでした。常備兵は 3 年間現役兵として徴集し、現役を終了した後もさらに 4 年間

を後備軍として服役し、戦時召集に応じることを義務づけていました。 

当初は兵役免除の条項が多かったため、徴兵適齢者の中で実際に徴兵名簿にのる人は

18％にすぎませんでした。免除の該当者としては一家の主人・嗣子
し し

・養子などのほか、代

人料 270 円を納めた者という項目もあったので、兵役の負担は貧しい農家の次男以下に集

中する傾向がありました。 

その後 1879 年（明治 12）、1883 年（明治 16）の改正で免除条項が制限され、次第に国

民皆兵の原則に近づくことになります。 

福井とのかかわり 

 徴兵令にもとづき徴兵適齢者の調査を行い「徴兵連名簿」等を作成するのは戸長の役目

でした。徴兵令が発布された 1873 年（明治 6）5 月、旧足羽県下の郡中総代は、戸長が布

令を熟読せず「直に編隊出兵」などとの間違いを犯すことを恐れ、各郡を巡回してその徹

底をはかりました。 

県下で徴兵が行われたのは 1874 年（明治 7）からでした。同年発行の「敦賀県治一覧

表」によると徴兵の適齢者は若狭 583 人、越前 6014 人で、そのうち実際に徴兵されたの

はそれぞれ 2 人、144 人という状況でした。 

資料の注目ポイント 

資料は徴兵令にもとづき作成された第 18大区 17小区（現大野市）の「徴兵連名簿」で

す。資料（上）は兵役免除者、資料（下）は兵役対象者についての記述です。それぞれ 12

人、2人という報告がなされています。 

肩書に注目すると、兵役免除者は“嗣子
し し

”や“戸主”、兵役対象者は“弟”や“三男”

と記載されていることがわかります。 

1875 年（明治 8）「徴兵連名簿」 

山田三郎兵衛家文書（当館蔵）デジタルアーカイブへ 

（
こ
の
間
に
５
名
の
記
述
あ
り
、
省
略
） 

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/archive/da/detail?data_id=011-425699-1-p1
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関連資料、展示等 

名称 概要 備考 

「徴兵連名簿」 
山田三郎兵衛家文書（当館蔵） 

資料番号 I0011-00907 

デジタルアーカイブ福井で閲覧可能。 

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/archive/da/detail?data_id=011-425699-1-p1 

「敦賀県治一覧表」 
宮澤秀和家文書 

資料番号 I0005-00007 
当館にて複製本で閲覧可能 
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